
摂
津

・
河
内
地
方

に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

神

崎

寿

弘

は
じ

め

に

戦
国
期

の
摂
津

・
河
内
地
方
に
は
、
在
俗

の
上
人
を
中
心
と
す
る
大
念
仏
の
講
集
団
が
存
在
し
た
。

順
興
寺
実
従
の
日
記

『私
心
記
』
天
文
十

一
年

(
一
五
四
二
)
九
月
二
十
六
日
条
に
、

(練
)

(腹
力

)

平
野

ニ
ネ
リ
供
養
ト
テ
、
大
念
仏
上
人
シ
候
。
見
物

二
行
申
候

ヘ
バ
、

バ
ラ
候
間
、
路
ヨ
リ
帰
申
也
。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
摂
津
平
野
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
に
よ
る
練
供
養
が
、
見
物
人
が
あ
る
評
判
の
行

事
で
あ

っ
た
こ
と
。

ま
た
、
豊
国
神
社
の
社
僧

で
あ

っ
た
神
龍
院
梵
舜

の
日
記

『舜
旧
記
』
慶
長
十
二
年

(
一
六
〇
七
)
閏
四
月
四
日
条
の
、

大
原
之
阿
弥
陀
ニテ
、
河
内
国
之
上
人
、
大
念
佛
執
行
云
々
、

と
の
記
載
よ
り
、
河
内
国

の
上
人
が
、
大
原
勝
林
院
に
お
い
て
大
念
仏
を
執
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
良
忍
の
融
通
念
仏
が
、
摂

　よ

津

・
河
内
地
方
に
お
い
て
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
摂
津

・
河
内
地
方
に
展
開
し
た
大
念
仏
宗
に
つ
い

て
は
、
近
世
融
通
念
仏
宗
の
寺
院
を
中
心

に
市
町
村
史

に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
の
制
約
も
あ

っ
て
、
そ
の
組
織
と
活

動
の
実
態
を
論
じ
る
研
究
は
皆
無

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
平
祐
史

.
西
本
幸
嗣
両
氏
に
よ
り
、
戦
国
期
に
大
念
仏
の
講
集
団
が
存
在
し
た
浜
村
源
光
寺

の
文
書

・
古
記
録

が
翻
刻
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
、
塩
野
芳
夫
氏

・
大
澤
研

一
氏
に
よ
り
平
野
大
念
仏
寺
、
行
昭

一
郎
氏
に
よ
り
佐
太
来
迎
寺
の
文
書
が
翻

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

一
八
九



一
九

〇

　　
　

刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
、
第

一
章

の
上
人
と
挽
道
場
で
は
、
こ
れ
ら
の
寺
院
文
書
に
お
い
て
戦
国
期
に
在
俗
の
講
集
団
が
存
在
し

た
各
寺
院
が
、
い
ず
れ
も
法
明
を
中
興
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
在
俗
の
人

の
中
か
ら
鬮
に
よ
り

「上
人
」
を
選
出
し
、
そ
の
選
出
さ
れ

た

「
上
人
」
の
在
所
が

「挽
道
場
」
と
な
り
、
独
特
な
組
織
に
よ
り
運
営
さ
れ
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。
ま
た
、
第
二
章

「融
通
念
仏
宗
」
の
成
立
で
は
、
平
野
大
念
仏
寺
に
お
け
る
在
俗
の
講
集
団
か
ら

一
宗
確
立

へ
の
展
開
を
、
融
観
大
通
の
活
動
を
中
心

に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

第

一
章

上
人
と
挽
道
場

一

平
野
大
念
仏
寺

、
平
野

大
念
仏
寺
に
は
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
に
、
当
時
の
上
人
で
あ

っ
た
覚
意
良
観

(第
四
十
五
世
)
が
大
坂
町
奉
行
所
に
提

　ヨ
　

出
し
た

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
が
伝
来
す
る
。
本
書
は

「融
通
大
念
仏
記
録
」
と
題
し
て
、
巻
末

に
、

右
平
野
庄
大
念
仏
寺
之
記
録
并
六
別
時
之
次
第
、
其
外
末
寺
吟
味
仕
、
書
上
候
、

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
良
忍
か
ら
相
承
さ
れ
て
き
た
四
十
五
代

の

「上
人
」
の
出
身
地
や
在
世
期
間
な
ど
の
記

録
、
「
六
別
時
」
の

由
来
、
ま
た
、
末
寺

(末
末
寺
を
含
む
)
四
百
六
ケ
寺
の
沿
革
な
ど
を
書
き
連
ね
て
い
る
。

◇
開

山
良
忍
上
人
と
中
興
法
明
上
人

平

野
大
念
仏
寺

の

「開
山
」
は
良
忍
上
人
で
あ
る
。
大
原
山
に
隠
棲
、
自
力
念
仏
を
修
行
し
て
い
た
良
忍
は
、
大
治
二
年

(
一
=

一

　
　
　

七
)

に

「融
通
念
仏
」
を
感
得
す
る
。
良
忍
が
長
承
元
年

(
一
=
二
二
)
二
月
朔
日
に
入
滅
す
る
と
融
通
念
仏
は
、
「良
忍
附
法
伝
受

弟
子
」
で
あ

る
良
感
明
応

へ
と
伝
え
ら
れ
、
以
後

「上
人
」
と
な

っ
た
弟
子
達

に
よ

っ
て
相
承
さ
れ
た
が
、
第
六
世

の
護
阿
良
鎮
が



「自
力
之
為
専
行
業
」
し
た
た
め
衰
退
し
、
中
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

百

四
十
年

の
中
絶

の
後
、
「大
念
仏
」
を
中
興
し
た
の
が
、
摂
津
国
東
成
郡
深
江
村
の
法
明
で
あ
り
、

請
取
霊
宝
、
嗣
良
忍
上
人
法
、
可
為
大
念
仏
上
人
、

と
の
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
の
神
託
を
受
け
、
霊
宝
と
良
忍
上
人
の
教
え
を
相
続
し
、
元
亨
元
年

(
一
三
二

一
)
か
ら
貞
和
五
年

(
=
二

　　
　

四
九
)
六
月
十
三
日
に
寂
す
る
ま
で
、
「大
念
仏
上
人
」
(第
七
世
)
を
継
承
し
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
摂
津

・
河
内
地
方

に
は
、
法
明
に
帰
依
し
た
檀
那
共
が
、
六
別
時

(下

・
八
尾

・
高
安

・
石
川

・
錦
部

.
十
ケ
郷
)
と
呼

ぼ

れ
る
在
俗
の
講
集
団
を
形
成
し
、
「上
人
」
は
、
法
明
の
遺
言
に
基
づ
き
、
六
別
時
講
中

二
百
四
十
八
名

の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
よ

　　
　

う

に

な

る

。

◇
大
念
仏
上
人
選
出
と
浄
土
宗
長
老

そ

の
選
出
方
法
は
、
良
忍
か
ら
六
代
ま
で
の
弟
子

へ
と
伝
授
さ
れ
た
相
承
と
は
異
な
る
、
他
に
類
を
見
な
い
独
特

の
方
法
で
、

右
大
念
仏
住
職
者
、
中
興
法
明
上
人
帰
依
之
檀
那
、
六
別
時
講
中
之
内
、

一
別
時
宛
内
御
鬮
取
当
之
者
、
従
六
別
時

一
人
宛
立
合
、

於
本
山
如
来
前
、
御
札
鬮
揚
、
六
人
之
内
御
鬮
取
当
之
者
、
為
上
人
之
旨
、

六
別
時
講
中

の
内
、

一
別
時
ず

つ
鬮
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
人
物

(在
俗
)
が
、
六
別
時
か
ら

一
人
ず

つ
立
ち
合
い
、
本
山
の
如
来
前

に

お
い
て
、
再
び
札
鬮
を
あ
げ
、
取
り
当

て
た
者
を

「
上
人
11

(大
念
仏
住
職
)
」
と
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
法

明
の
次
代
上
人

で

あ
る
修
観
興
善

(第
八
世
)
は
、
こ
の
方
法
で
選
出
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
第
四
十
五
世
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

在
俗

・
無
智

の
人
物
が

「住
持
」
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
別
に
僧
侶
を
必
要
と
し
た
。

寺
役
勤
行
法
事
等
者
、
浄
土
宗
之
僧
侶
大
念
仏
帰
依
之
長
老
、

一
人
者

一
臈
調
声
役
、

一
人
者
二
臈
説
法
勧
化

役
、
但
長
老
者
、

三
代
以
前
従
舜
空
上
人
代
以
来
相
始
、
平
僧
六
人
、
以
上
八
人
、
日
夜
六
時
勤
行
無
懈
怠
相
勤
、
其
外
僧
、
不
断
念
仏
如
先
住
相

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

一
九

一



一
九

二

勤
畢
、

良
恵
舜
空

(第
四
十
三
世
)
代
よ
り
、
寺
役

・
勤
行

・
法
事
等
は
、
浄
土
宗
の
僧
侶
で
大
念
仏
に
帰
依
し
た
二
人

の
長
老
を
調
声
役

(法
会
な
ど
を
勤
め
る
際

の
導
師
役
)
・
説
法
勧
化
役
と
し
、
平
僧
六
人
を
含
む
八
人
が
、
日
夜
六
時
勤
行
を
懈
怠

な
く
勤
め
る
と
と

　ヱ

も
に
、
そ
の
他

の
僧
に
よ

っ
て
不
断
念
仏
が
勤
め
ら
れ
て
い
た
。

な

お
、
上
人
選
出
に
つ
い
て
は
、
「如
来
之
白
札
」
を
入
れ
た
七
枚

の
鬮
で
上
人
が
決
め
ら
れ
た
と
も
記
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、

ま
ず
、
調
声
役

の
僧
侶
が
、
「大
神
宮
」
の
御
幣
に
て
祓

い
鬮
を
取
り
あ
げ
、
も
し
白
札
に
あ
が
れ
ば
、
各
別
時
か
ら
候
補
を
改
め
て

　　

　

選
び
直
し
、
新
し
い
六
人
と
白
札
で
も
う

一
度
選
出
し
直
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

◇
挽
道
場
と
六
別
時
辻
本

「大
念
仏
寺
」
は
、
選
出
さ
れ
た
上
人
の
在
所

へ
そ
の
都
度
道
場
が
移
転
す
る

「挽
道
場
」
と

い
う
形
態
を
と

っ
て
い
た
が
、

此
上
人
代
迄
、
大
念
仏
寺
之
堂
、
代
々
上
人
在
処
挽
道
場
也
、
元
和
元
乙
卯
平
野
庄
御
代
官
末
吉
孫
左
衛
門
殿

二
寺
地
申
請
、
摂
州

平

野
庄
堂
建
立
、
以
後
不
移
他
地
、
但
寺
地
年
貢
在
、

と
見
え

る
こ
と
よ
り
、
平
野
庄
代
官

で
あ

っ
た
末
吉
孫
左
衛
門
よ
り
寺
地
を
申
し
請
け
、
元
和
元
年

(
一
六

一
五
)

に
現
在
地
で
あ
る

　　
　

摂
津
国
平
野
庄
に
大
念
仏
寺
が
建
立
さ
れ
、
以
後
、
挽
道
場
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
平
野
大
念
仏
寺

と
同
様
の
形
態
が
、
六
別
時

の

「辻
本
」
と
呼
ば
れ
る
六

つ
の
中
心
道
場

に
も
存
在
し
、

い
ず
れ
の
別
時
も

「住
持
」

つ
い
て
は
、
各
別
時
の
講
員
中
よ
り
鬮
を
取
り
当

て
た
も
の
が
勤
め
て
い
て
、
挽
道
場
を
行

っ
て
い
た
。

ま
た
、
下
別
時
辻

本
法
明
寺

で
は
、
法
明
上
人
よ
り
寺
号
を
許
さ
れ
た
と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
他
の
辻
本

(八
尾
別
時
良
明
寺

・
高
安

別
時
高
安
寺

・
石

川
別
時
大
念
寺

・
錦
部
別
時
極
楽
寺

・
十
ケ
郷
別
時
来
迎
寺
)
も
同
様
に
法
明
上
人
を
開
山
と
仰

い
で
い
る
。

大
念
仏
寺

の
堂
舎
が
建
立
さ
れ
た
後
、
錦
部
別
時
は
寛
永
十
九
年

(
一
六
四
二
)
古
野
村

(現
大
阪
府
富

田
林
市

)
に
、
十
ケ
郷
別



時
は
承
応
元
年

(
一
六
五
二
)
、
領
主
高
木
正
次
よ
り
寺
地
を
貰
い
請
け
丹
南
村

(現
大
阪
府
松
原
市
)
に
、
八
尾
別
時
は
寛
文

二
年

(
一
六
六
二
)
舜
空
よ
り
寺
号
を
受
け
平
野
庄
馬
場
町

(大
阪
市
平
野
区
平
野
上
町
)
に
そ
れ
ぞ
れ
堂
舎
を
建
立
し

て
い
る
。
堂
舎
建

立
後

は
そ
の
地
に
定
着
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
こ
の
新
建
立
の
堂
舎
は
旧
来
ど
お
り

「辻
本
」
と
よ
ば
れ
、
住
持
も
引
き
続
き
鬮
取

　　
　

り
で
選
出
さ
れ
た
。

ち
な
み
に

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
が
制
作
さ
れ
た
当
時
の
各
別
時
講
中

の
構
成
人
数
は
、
下
別
時
が
二
十
三
名

(摂
津
国
東
生
郡
八
名

・
河
内
国
渋
川
郡
六
名

・
同
国
茨
田
郡
二
名

・
同
国
若
江
郡
七
名
)、
八
尾
別
時
が
二
十
二
名

(摂
津
国
東
生
郡

七
名

・
同
国
住
吉
郡

一
名

・
大
和
国
平
群
郡
十
四
名
)
、
錦
部
別
時
は
記
載
無
し
、
十
ケ
郷
別
時
が
五
十
八
名

(丹
南
郡
三
十
名

.
八　　

　

上
郡

二
十
三
名

・
丹
北
郡
五
名
)、
石
川
別
時
が
二
十
五
名

(合
計
人
数
の
み
)
、
高
安
別
時
が
十
九
名

(合
計
人
数

の
み
)
で
あ

っ
た
。

◇
石
川
別
時

石
川
別
時

に
関
し
て
は
、
住
持
選
出
に
つ
い
て
、
他
の
別
時
と
の
差
異
が
見
ら
れ
た
め
、
当
別
時

の
中
心
道
場

(辻
本
)
で
あ

っ
た

セ
　

大
念
寺

(大
阪
府
南
河
内
群
河
南
町
大
ケ
塚
)
に
伝
わ
る

『紫
雲
山
歴
代
録
』
か
ら
補
足
を
加
え
て
み
る
。

本
書
の
冒
頭

「石
川
別
時
講
中
辻
本
住
持
之
事
」
に
よ
る
と
、
平
野
大
念
仏
寺

の
上
人
の
選
出

の
際
、
選
ば
れ
な

か

っ
た
別
時
の
選

出
者

は
、
各
別
時
に
戻
り

「銘
々
の
辻
本
持
之
ヲ
」
と
記
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
第
八
世
修
観
興
善

(「生
国
者
摂
州
住
吉
郡
喜
連
村
庄
」
11
大
阪
市
平
野
区
喜
連
)
選
出
時
、
石
川
別
時

の
候
補
は
、
佐
備

村

(大
阪
府
富

田
林
市
佐
備
)
に
在
住
し
て
い
た
道
清

で
あ

っ
た
。
道
清
は
、
上
人
に
選
出
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
石
川
別
時
辻
本
を

「居
宅

二
而
持
」

っ
て
い
る
。

道

清
以
降
、
二
十
代
に
渡
る
住
持
は
、
鬮
で
選
ば
れ
た
人
物
が
相
承
し
て
お
り
、
挽
道
場
が
行
わ
れ
た
。
天
文
年
間

(
一
五
三

二

～
五
四
)
大
ケ
塚
村
に
道
場
が
完
成
す
る
と
、
天
文
二
十
二
年

(
一
五
五
三
)
ま
で
は
永
珎

(高
野
山

に
て
出
家

)
が
、
永
禄
元
年

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

一
九
三



一
九
四

(
一
五
五
八
)
ま
で
は
三
篤

(金
剛
山
僧
侶
)
が
、
永
禄
四
年

(
一
五
六

一
)
ま
で
は
祐
法

(京
都
で
修
行
)
が
新

造
道
場
の
住
持
に

就
任
し
て
い
る
。

し

か
し
、
同
時
期
の
天
文
十
四
年

(
一
五
四
五
)
か
ら
永
禄
四
年
ま
で
、
在
所
で
あ
る
中
村
を
辻
本
と
し
た
道
号

が
、
第
二
十
二
代

住
持

に
就
任
し
て
い
た
と
の
記
事
も
見
え
る
た
め
、
平
野
大
念
仏
寺
の
事
例
か
ら
も
、
挽
道
場
を
行
う

一
方
で
、
仏
事
を
勤
修
す
る
看

坊
と
し
て
、
僧
侶
が
新
造
道
場
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ

の
後
の
九
代
間
は
、
鬮
で
選
ば
れ
た
人
物
が
在
所
で
、
ま
た
、
他
村
か
ら
呼
び
寄
せ
た
人
物
が
大
念
仏
道
場
で
辻
本
を
相
承
し
て

い
た
。
正
保
三
年

(
一
六
四
五
)
に
瓦
葺
き
の
本
堂
が
再
建
す
る
と
、
大
念
寺
を
辻
本
と
定
め
、
他
村
よ
り
招
き
入

れ
た
僧
侶
が
看
坊

に
就
任
、
『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
に
よ
る
と
、

河
州
石
川
郡
大
ケ
塚
村
、
大
念
寺
、
六
別
時
之
内
辻
本
也
、
住
持

二
代
以
前
迄
者
、
講
中
御
札
持
、
唯
今
迄
二
代
以
来

ハ
看
坊
持
、

当
看
坊
文
貞
、
大
念
仏
宗
剃
髪
之
清
僧
、
四
年
以
前
甲
寅
入
院
、
但
、
再
看
坊
也
、
此
寺
、
従
中
興
法
明
上
人
在
之
、
但
、
挽
道

場

二
而
者
無
之
、

　お
　

と
見

え
、
延
宝
五
年
当
時
で
は
、
平
野
庄
出
身

の

「大
念
仏
宗
剃
髪
之
清
僧
」
文
貞
が
看
坊
を
務
め
て
い
る
。

◇

『
融
通
大
念
仏
亀
鐘
縁
起
』

近
世
前
期

に
は
、
平
野
大
念
仏
寺

の
中
興
で
あ
り
六
別
時
を
開
い
た
と
さ
れ
る
法
明
上
人
の
伝
記
が
数
多
く
残

っ
て
い
る
。
そ
の
中

　け
　

で
も
、
平
野
大
念
仏
寺
に
伝
わ
る
宝
物
亀
鉦
の
霊
験
を
描

い
た

『融
通
大
念
仏
亀
鐘
縁
起
』
は
、
非
常

に
興
味
深

い
縁
起
で
あ
る
。

縁
起
に
お
い
て
は
、
こ
の
鉦
は
良
忍
が
鳥
羽
上
皇
か
ら
賜

っ
た
も
の
で
、
良
忍
以
後
、
「智
者
」
達

に
よ

っ
て
相

承
さ
れ
た
が
中
絶

し
た
。
そ
の
後
、
鉦
は
他

の
宝
物
と
と
も
に
石
清
水
八
幡
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
八
幡
大
菩
薩

の
神
託
に
よ
り
法
明
に
受
け
継
が

れ
、
「大
念
仏
宗
」
が
再
興
さ
れ
た
。
ま
た
法
明
は
加
古

の
教
信
沙
弥

の
夢
告
を
受
け
た
こ
と
よ
り
、
そ
の
遺
徳
を
訪
ね
る
こ
と
に
し



た
が
、

そ
の
道
中
で
亀
の
奇
瑞

に
遭
遇
し
た
。
以
後
、
鉦
は

「亀
鉦
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
、
鉦

の
由
来
を
語

っ
て
い
る
。

確

認
で
き
る
諸
本
の
中
で
も
最
も
古

い
も
の
は
、
柏
原
市
西
光
寺

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
縁
起

(以
下

『西
光
寺
本
』
と
略
称
)
で
、

　め
　

天
文

九
年

(
一
五
四
〇
)
の
奥
書
を
持

つ
。

こ

の

『西
光
寺
本
』
で
は
、
法
明
の
こ
と
を

「在
家
入
道
」
と
表
記
し
て
、
在
俗
の
身
な
が
ら
由
緒
あ
る
鉦
を
伝
授
し
た

「上
人
」

と
描

き
、

因
み
に
こ
の
鐘
相
伝

の
念
仏
の
行
者
、
末
代
大
念
仏
の
上
人
と
号
す

へ
し
と
の
勅
定
な
り
、
依
え
当
時

に
至
る
ま
て
、
代
々
参
内

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
お
よ
ば
ず
、
無
智

の
在
家
入
道
を
大
念
仏

の
上
人
と
号
す
る
な
り
。

(傍
点
筆
者
)

と
の

一
文
を
載
せ
て
、
大
念
仏
宗
と
は
、
「在
家
入
道
」

の
集
団
で
あ
る
こ
と
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
縁
起
以
外
に
も
、
法
明
を
在
俗
の
人
物

で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
書
物
が
あ
り
、
延
宝
九
年

(
一
六
八

一
)
林
宗
甫
が
著

し
た

『和
州
旧
跡
幽
考
』
所
収

の

「大
念
仏
宗
大
和
国
之
本
寺
」
で
は
、
開
山
良
忍
上
人
を

「顕
密
に
や
ん
ご
と
な

き
人
な
り
」
と
紹

　　
　

介
す
る

一
方
で
、
中
興
開
基
法
明
上
人
は

「摂
津

の
国
深
江
村

の
俗
」
と
記
し
て
い
る
。

二

佐
太
来
迎
寺

来

迎
寺
は
、
現
在
、
大
阪
府
守
口
市
佐
太
中
町
、
佐
太
神
社

の
南
に
位
置
す
る
浄
土
宗
寺
院
で
あ
る
が
、
宝
永
三
年

(
一
七
〇
六
)

　レ
　

の

「
来
迎
寺
縁
起
」
に
よ
る
と
、
「融
通
大
念
仏
宗
の
本
寺
」
と
記
し
て
い
る
。

◇
石
清
水
八
幡
宮
と
来
迎
寺

こ
の

『来
迎
寺
縁
起
』

に
よ
る
と
、
大
安
寺

の
僧
行
教
は
、
宇
佐
八
幡
宮

の
託
宣
に
よ
り
石
清
水
八
幡
宮
を
創
建

し
た
時
、
合
わ
せ

て
感
得
し
た
阿
弥
陀
三
尊
を
八
幡
大
菩
薩
の

「御
本
身
」
と
し
て
崇
め
、
新
宮
を
造
営
し
た
お
り
に
宝
殿
深
く
納
め
奉

っ
た
。
時
を
経

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

一
九
五



一
九
六

て
、
摂
津
国
深
江
の
里
に
草
庵
を
結
ん
で
い
た

「道
心
堅
固

の
聖
」
法
明
は
、
僧
形
八
幡
大
菩
薩
よ
り

「大
念
仏
」
を
弘
通
せ
よ
と
の

夢
告
を
受
け
、
石
清
水
八
幡
宮
よ
り

「御
本
身

の
三
尊
」
を
拝
受
す
る
。
こ
の
後
、
阿
弥
陀
三
尊
を
相
承
し
た
嫡
弟
誠
阿
が
、
法
明
の

遺
言

に
従

い
、
河
内
国
茨
田
郡
に
安
置
し
た
の
が
、
来
迎
寺

の
濫
觴
と
伝
え
て
い
る
。

◇
上
人

の
死
去
と
挽
道
場

来
迎
寺
で
は
、
延
宝
六
年

(
一
六
七
八
)
に
上
人
の
歴
代
と
道
場
の
移
転
を
記
し
た

「当
山
従
往
古
村
々
江

引

移
候
旨
」
を
大
坂

な
　

町
奉
行
所

に
提
出
し
て
い
る
。

本
書

は
、
当
時
来
迎
寺
の
住
持
で
あ

っ
た
乾
蓮
社
照
阿
慈
光
上
人

(第
三
十
代
)
が
著
し
た
も

の
で
、

河
内
国
茨
田
郡
拾
七
ケ
所
、
下
之
仁
和
寺
庄
守
口
村
創
建

一
宇
、
号
来
迎
寺
、
開
山
上
人
住
持
す
る
事
廿

一
年

、
貞
治
六
年
丁
未

九
月
十
五
日
遷
化
、
于
今
有
旧
跡
、
故
に
村
里
之
人
、
指
彼
地
来
迎
と
云
ふ
、
来
迎
寺
を
ば
後
住
益
阿
弥
同
郡
西
氷
野
村

へ
引
移
、

と
見
え

る
よ
う
に
、
茨
田
郡
下
仁
和
寺
庄
守
口
村
に
来
迎
寺
を
創
建
し
た
開
山
上
人
実
尊
誠
阿
が
、
貞
治
六
年

(
一
三
六
七
)

に
遷
化

し
た
後

は
、
益
阿
弥

(益
阿
誠
愚
上
人
)
が
跡
を
継
ぎ
、
来
迎
寺
を
守

口
村
か
ら
西
氷
野
村

へ
引
き
移
し
た
と
あ
る
。

同
文
書

に
よ
る
と
、
第
二
代
益
阿

か
ら
第
二
十
八
代
源
阿
良
誉
上
人
ま
で
は
、
平
野
大
念
仏
寺
と
同
様
、
上
人
が
替
わ
る
度

に
来
迎

寺
の
寺
地
を
上
人
の
在
所
に
移
転

(挽
道
場
)
し
て
い
る
。
正
保
三
年

(
一
六
四
六
)
に
、

一
旦
は
梶
村
に
寺
地
が
固
定
す
る
が
、
水

害
に
よ

っ
て
来
迎
寺
は
大
破
し
、
そ
の
後
、
慈
光
上
人
が
、
現
在
寺
地

の
あ
る
佐
太
村
に
堂
舎
を
新
造
す
る
。

◇
来

迎
寺
の
住
持
選
出

来

迎
寺
に
お
け
る
住
持
選
出

に
つ
い
て
は
、
交
野
市
星
田
の
慈
光
寺

(元
来
迎
寺
末
寺
)
に
伝

わ
る

『来
迎
寺

一
件
書
』
所
収

の

　　
　

「
八
幡

相
承
大
念
仏
宗
歴
代
諸
祖
」
が
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。



第
二
世
益
阿
誠
愚
上
人
、
床
仲
間
持
之
最
初

〈
従
第

二
世
至
第
二
十
九
世
〉、
第

二
十
九
世
光
阿
良
慧
上
人
、

已
上
従
第

二
世
至

第
二
十
九
世
首
尾
二
十
八
代
之
住
持
之
義
は
、
来
迎
寺
直
檀
家
之
中
、
床
仲
間
三
十
四
軒
之
中
よ
り
禅
門
に
成

り
有
之
者
、
鬮
次

第
に
住
持
仕
来
な
り
、

第

二
世
の
益
阿
誠
愚
上
人
か
ら
第
二
十
九
世
光
阿
良
慧
上
人
ま
で
の
住
持
は
、
来
迎
寺
直
檀
家
中
よ
り
選
ば
れ
た

「床
仲
間
」
三
十

四
軒
中
の

「禅
門
に
成
り
有
之
者
」
か
ら
鬮
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。

正
徳
三
年

(
一
七

=
二
)
に
著
述
さ
れ
た

『和
漢
三
才
図
絵
』
に
も
、
来
迎
寺
の
住
持
は
、
近
年
、
紫
衣
を
許
さ
れ
た
僧
侶
が
相
続

　の
　

し
て
い
る
が
、
以
前
に
は

「同
門
四
別
所
之
俗
」
が
鬮
を
取
り
、
俄
に
薙
髪
し
て
、
後
住
と
な

っ
た
と
記
し
て
い
る
。

◇
住
持
請
待
と
法
式
の
改
革

慈
光
以
降
の
上
人
選
出
は
、
第
三
十

一
代
来
迎
寺
住
持
を
相
承
し
た
慈
眼
上
人
の
日
記
中
に
あ
る

『和
州
秋
篠
寺
出
入
覚
』
に
記
さ

　れ
　

れ
て

い
る
。
本
文
書
は
、
貞
享
元
年

(
一
六
八
四
)
よ
り
、
秋
篠
寺

の
寺
内
に
あ
る
西
迎
寺
を
廻

っ
て
、
秋
篠
寺
と
秋
篠
本
郷
村
、
ま

た
佐
太
来
迎
寺
が
争
論
と
な
っ
た
事
件
の
巓
末
を
克
明

に
描
い
て
い
る
。

本
文
書
中
、
貞
享

二
年

(
一
六
八
五
)
六
月
九
日
の
口
上
書
で
、
慈
眼
は
、
師

で
あ
る
慈
光
を
住
持
在
職
中

に
諸
事
法
式
を
改
め
、

諸
堂

を
建
立
し
、
宗
門
の
形
成

に
尽
力
し
た
僧
侶
と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
月

に
寺
社
奉
行

に
提
出
し
た
目
安
で
は
、
西
迎
寺
は
来
迎
寺
末
寺

で
秋
篠
本
郷
村
中
の

「菩
提
所
」
で
あ
る
と
示
し
た
上

で
、

第
三
条
に
、

中
古
6
在
家
之
禅
門
本
寺
之
住
持

二
罷
成
候
故
、
宗
門
法
式
以
下
分
明

二
不
弁
、
次
第

二
衰
微
仕
候
、
就
中
、
来
迎
寺
儀
宗
為
相

お
を

続
、
師
旦
、
心
を
合
と
知
識
持

二
仕
候
、
然
間
、
本
来
之
諸
式
等
、
大
概
諸
宗
同
時

二
相
勤
候
処
、
加
様
之
那
魔
出
来
仕
、
再
宗

旨
之
大
破

二
罷
成
候
段
、
迷
惑

二
奉
存
候
御
事
、

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

一
九
七



一
九

八

と
見
え
、
中
古
よ
り
在
家
禅
門
が
本
寺

の
住
持

に
就
任
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
仏
事
等
が
行
え
な

い
た
め
、
宗
門
が
次
第
に
衰
退
し
た
。

来
迎
寺
で
は
、
宗
を
存
続
す
る
た
め
に

「旦
」
信
徒
と
心
を
合
わ
せ
て
住
持
を

「知
識
」

へ
と
改
革
し
、
今
で
は
法
式
な
ど
他
宗
と
同

じ
よ
う
に
勤
修
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
、
宗
旨
が
再
び
破
綻
し
か
ね
な
い
と
主
張
し
た
。
同
年
八
月
七
日

に
は
、
こ
の
慈
眼
の
意
見
が
聞
き
届
け
ら
れ
、
西
迎
寺
を
来
迎
寺
の
末
寺
と
し
、
住
持
は
本
寺

一
任
と
の
裁
許
が
申

し
渡
さ
れ
る
。

こ

の
よ
う
に
、
来
迎
寺
で
は
、
慈
眼
の
師
で
あ
る
慈
光
の
代

に
住
持
が
僧
侶

へ
と
変
革
し
た
。
時
代
は
下
が
る
が
、
寛
政
三
年

(
一

七
九

一
)
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
た

「差
上
申

一
札
」
第
二
条
目
に
も
、

来
迎
寺
住
持
歴
代
之
内
、
慈
光
以
来
は
、
当
表
御
役
所
江
相
届
候
上
、
浄
土
宗
之
住
持
を
致
請
待
、
諸
事
法
式

以
下
を
も
相
改
、

古
法
を
以
邪
正
を
糺
候
段
、
其
節
寺
社
奉
行
所
江
差
出
候

口
上
書

に
申
立
候
始
末
、
慈
眼
日
記

に
も
有
之
、
右

日
記
同
人
手
扣
と

は
乍
申
、
書
面
之
内
に
当
表
御
役
所
江
も
断
出
候
趣
等
は
、
御
役
所
旧
記
に
致
符
合
、

慈
光

以
来
、
浄
土
宗

の
住
持
を
請
待
し
て
、
法
式
等
を
改
め
た
と
あ
り
、
こ
の

一
件
は
、
『慈
眼
日
記
』
所
収
の
口
上
書

(『和
州
秋
篠

寺
出

入
覚
』
貞
享
二
年
六
月
九
日
の
文
書
)
に
も
見
え
、
来
迎
寺
側
が
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
文
書
も

「御
役
所
旧
記
」
で
確
認

　お
　

で
き
る
と
記
述
し
て
い
る
。

三

浜
村
源
光
寺

源
光
寺
は
、
大
阪
市
北
区
豊
崎
に
あ
る
浄
土
宗

の
寺
院

で
、
行
基
が
開
創
し
た
平
生
寺
が
そ
の
濫
觴
と
伝
え
て

い
て
、
天
和
三
年

(
一
六
八
三
)、
当
時

「無
住
無
本
寺
」
で
あ

っ
た

「中
嶋
大
念
仏
宗
」
源
光
寺
は
、
宗
門
改
め
の
際
、
由
緒
に
不
審

が
あ
る
と
さ
れ
、

源
光
寺

の
由
緒

(「中
嶋
大
念
仏
宗
由
緒
書
之
覚
」)
や
上
人
の
系
譜

(「上
人
名
帳
相
残
り
之
分
」
)
と
什
物

の
詳

細
が
著
述
さ
れ
た

　お
　

『摂
州
西
成
郡
南
中
嶋
融
通
念
仏
宗
由
緒
書
』
を
大
坂
町
奉
行
所
へ
提
出
す
る
。



◇
中
嶋
大
念
仏
宗
と
源
光
寺

「
中
嶋
大
念
仏
宗
由
緒
書
之
覚
」
よ
る
と
、
源
光
寺
は
、
百
九
十
年
前
の
明
応
年
中

(
一
四
九
二
～

一
五
〇

一
)

ま
で
富
島
庄
三
昧

院
と
呼
ば
れ
、
「本
尊
」
は
、
中
興
開
山
法
明
上
人
よ
り
相
続
し
、
中
嶋
大
念
仏
宗

の
門
徒
達
に
よ

っ
て
守
ら
れ
て

い
た
と
記
し
て
い

る
。こ

の
中
嶋
大
念
仏
宗
も
平
野
大
念
仏
寺
や
佐
太
来
迎
寺
と
同
様
、
上
人
を
在
俗

の
人
物
よ
り
選
出
し
て
お
り
、

年
五
拾
以
上
之
者
節
目
を
た
た
し
、
本
尊
之
前

二
而
御
籤
次
第
、
其
座
6
落
髪
法
体
仕
、
富
島
之
庄
三
昧
院
と
申
候
由

二
御
座
候
、

然
処

二
百
弐
拾
年
以
来
6

ハ
、
本
尊
前

二
而
御
籤
次
第

二
落
髪
法
体
仕
候
得
者
、
其
在
所
江
引
越
、
大
念
仏
寺

と
申
、
そ
れ
6
源

光
寺

ハ
上
人
随
身
講
坊
と
申
、
相
わ
か
り
申
候
、

三
昧
院

に
住
し
て
い
た
上
人
は
、
年
齢
五
十
歳
以
上
の
門
徒
中
か
ら
、
本
尊
前

の

「御
籤
次
第
」
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
た
人
物
が
、
そ

の
座

か
ら
落
髪
法
体
と
な
り
就
任
し
て
い
た
。
し
か
し
、
寺
号
を
改
め
た
後
、
百

二
十
年
前
の
永
禄
年
中

(
一
五
五

八
～
七
〇
)
よ
り

は
、
籤
で
選
ば
れ
た
人
物
は
、
源
光
寺
に
住
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
在
所
に
道
場
を
引
き
移
し
て
お
り
、
そ
の
道
場
を

「大
念
仏

寺
」

と
称
し
、
こ
れ
に
よ
り
源
光
寺
を

「
上
人
随
身
講
坊
」
と
定
め
た
と
記
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
本
由
緒
書
の
中

に
は
、
「大
念
仏
寺
」
が
中
島
大
念
仏
宗

の

「本
寺
」
で
あ
る
と
記
す

一
文
も
あ
り
、

中
嶋
大
念
仏
宗
上
人

ハ
、
往
古
6
天
台
衣

・
五
条
色
袈
裟
二而
御
座
候
、
看
坊

ハ
浄
土
衣
二而
御
座
候
御
事
、

と
の
記
述
か
ら
は
、
天
台
衣
の
上
人
と
は
別

に
、
浄
土
衣
を
着
し
た
看
坊
の
存
在
が
明
ら
か
に
で
き
る
。

な
お
、
中
嶋
大
念
仏
宗
で
は
、
門
徒
達

に
よ

っ
て
別
時
融
通
大
念
仏
が
執
行
さ
れ
て
い
て
、
天
和
三
年
に
は
、
毎
月
十
四
日
に
勤
め

て
い
る
。
こ
の
法
会
以
外
に
も
、
天
正
年
中

(
一
五
七
三
～
九
二
)
ま
で
、
富
島
庄
名
主
の
支
配
の
も
と
、
春
秋
の
彼
岸

に

「城
州
嵯

峨
大
念
仏
寺
」
よ
り
金
誉
長
老
な
ど
の
僧
侶
を
請
待
し
て
七
日
説
法
を
修
し
て
お
り
、
明
応
年
中
か
ら
は
千
部
経
購
読
を
勤
修
し
て
い

る
。

ま
た
、
彼
岸
中
日
に
は
、
中
嶋
大
念
仏
宗
上
人
が
四
天
王
寺

へ
出
仕
し
、
「平
野
大
念
仏
上
人
」
と
踊
躍
念
仏

を
行

っ
て
お
り
、

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

一
九

九



二
〇
〇

　
　
　

毎
年

二
月
に
は
、
吉
野
金
峯
山
寺
蔵
王
堂
で
行
わ
れ
る
法
会
に
も
参
加
し
て
い
る
。

◇

「
大
念
仏
寺
」
上
人
と
寺
地
移
転

「
上
人
名
帳
相
残
り
之
分
」
は
、
永
禄
年
中
か
ら
八
代
に
渡
る
上
人

の
相
承
と

「大
念
仏
寺
」
の
寺
地
移
転
が
描

い
て
お
り
、

一
、
永
禄
年
中
二浦
江
村
教
真
上
人

此
時
分
之
寄
進
状
壱
通
相
残
申
候
外
、
上
人
在
世
并
死
去
年
数
名
帳
等
、
此
上
人
之
跡
家
筋
絶
申
候

二付
、
相
知

れ
不
申
候
、

但
申
伝
ニ
ハ教
真
上
人
と
た
へ
之
分
、
源
光
寺
二
而
講
坊
上
人
代
相
勤
候
由
、
天
正
二
年
6
以
来
者
相
知
れ
申
候
、

と
見
え
る
よ
う
に
、
中
嶋
大
念
仏
宗

の
大
念
仏
寺
初
代
上
人
に
は
、
浦
江
村
の
教
真
が
就
任
し
て
お
り
、
こ
の
上
人

の
死
去
後
、
相
承

が
途
絶
え
た
た
め
、
源
光
寺
に
住
す
る
講
坊
が
上
人
代
を
勤
め
た
と
あ
る
。

天
正
二
年

(
一
五
七
四
)
に
は
、
道
通
が
上
人
を
相
承
し
、
寺
地
は
上
人
在
所
で
あ
る
三
番
村

に
移
転
し
た
。
天
正
七
年

(
一
五
七

九
)

に
道
通
上
人
が
死
去
し
た
後
は
、
上
人
代
を
は
さ
み
、
文
禄
二
年

(
一
五
九
二
)
に
北
野
村
円
寿
が
上
人
を
相
承
、

六
年
上
人
持
、
慶
長
二
乙
亥
五
月
廿
五
日
死
去
、
浦
江
村

へ
渡

ス
、

と
見

え
る
よ
う
に
、
六
年
間
上
人
を
持

っ
た
円
寿
が
死
去
す
る
と
、
大
念
仏
寺
は
浦
江
村
の
道
明
上
人
在
所

へ
と
引
き
渡
し
た
。
以
後
、

コ

　
　
　
　

コ
よハ
　
　
じ

コ

ゐハ
ニ
モ
　

天
満
宮
前

(慶
長
四
年
)
↓
浦
江
村

(元
和
五
年
)
↓
三
番
村

(寛
永
四
年
)
と
挽
道
場
を
行

っ
て
い
る
。

寛
永
十

二
年

(
=
ハ
三
五
)

に
北
野
村
の
円
清
が
相
続
す
る
が
、
慶
安
元
年

(
一
六
四
八
)

の
死
去
に
と
も
な
い
、
上
人
は
ま
た
も

途
絶

え
、
『摂
州
西
成
郡
南
中
嶋
融
通
念
仏
宗
由
緒
書
』
が
記
述
さ
れ
た
天
和
三
年
で
は
、
「看
坊

二
者
、
浄
土
宗
之
僧
慥
成
を
抱
置
」

ま
た

「講
坊
を
上
人
代
と
仕
、
慥
成
浄
土
宗
之
僧
抱
置
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
人
代
の
講
坊

(
11
看
坊
)
に
浄
土
宗

の
確
か
な
る
僧
侶

ホ
　

を
抱

え
置
き
、
仏
事
が
勤
め
ら
れ
て
い
た
。
本
節
冒
頭
で
記
し
た

「無
住
無
本
寺
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
上
人
の
中
絶

に
よ

っ
て

「大

念
仏
寺
」
が
存
在
し
な

い
状
況
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
「中
嶋
大
念
仏
宗
由
緒
書
之
覚
」

に
は
、
上
人
中
絶

の
原

因
と
し
て

「近
年



門
徒
困
窮
仕
、
又

ハ
ヘ
リ
申

二
付
L
と
記
述
し
て
い
る
。

こ
の
頃

の
中
嶋
大
念
仏
宗
別
時
門
徒
中
で

「
上
人
持
候
家
筋
」
の
者
は
、
北
野
村
九
名

・
浜
村
八
名

・
光
立
寺
村

六
名

.
浦
江
村
四

名

・
三
番
村
三
名
の
計
五
ケ
村
三
十
名
で
あ
り
、
「中
嶋
大
念
仏
宗
由
緒
書
之
覚
」
奥
書
に
は
、
全
員
の
署
名
と
判

形
が
添
付
さ
れ
て

い
る
。『

源
光
寺
文
書
』
で
は
、
北
野
村
円
清
上
人
以
後
の

「大
念
仏
寺
」
の
上
人
相
承
に
つ
い
て
、
明
確
に
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
し

か
し
元
禄
五
年

(
一
六
九
二
)
の
文
書
に
お
い
て
、
源
光
寺
の
著
名
が

「大
念
仏
宗
本
山
三
昧
院
源
光
寺
」
と
な

っ
て
お
り
、
少
な
く

　　
　

と
も

こ
の
頃

に
は
す
で
に
、
中
島
大
念
仏
宗
の
本
寺
で
あ

っ
た
大
念
仏
寺
は
廃
絶
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

◇
源
光
寺

の
住
持
相
承

「
御
公
用
留
牒
」
は
、
元
禄
十

一
年

(
一
六
九
八
)
か
ら
延
享
元
年

(
一
七
四
四
)
ま
で
の
公
儀
と
取
り
交
わ
さ
れ
た
文
書
群
を
ま

　む

と
め
た
も
の
で
、
源
光
寺
住
持

の
隠
居
願

い
な
ど
を
所
収
し
て
い
る
。

本

文
書
に
よ
る
と
、
源
光
寺
住
持
は
、
元
禄
十
六
年

(
一
七
〇
三
)
に
檀
誉
の
隠
居

に
と
も
な
い
歓
空
が
、
宝
永
五
年

(
一
七
〇

ロ

モ

ニ
ニ
ロ

八
)

に
は
歓
空
弟
子
の
廣
空
が
相
承
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
暁
誉
な
る
人
物
が
住
持
を
継
ぎ
、
進
誉

(正
徳
三
年
)

か
ら
巻
誉

(享
保

ロ

モ
ニ
モ
ロ

十
二
年
)

へ
と
弟
子
相
承
し
て
い
く
。

天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
の

「源
光
寺
代
々
住
持
規
約
」
に
よ
る
と
、
進
誉
か
ら
の
源
光
寺
住
持
は
、

真
宗
浄
土
鎮
西
正
統
僧
侶
、
代
々
豊
後
国
佐
伯
出
生

の
僧
、
法
縁
之
内
、
如
法
篤
実
出
世
器
量
之
長
老
を
相
撰
、
後
住
職
二可
相

定
事
二
候
、

と
見

え
る
こ
と
よ
り
、
代
々
浄
土
宗
鎮
西
派
の
正
統
な
僧
侶

で
、
豊
後
国
佐
伯
出
生

の
僧
の
法
縁
の
内
、
特
に
如
法
篤
実
な
器
量
の
あ

る
長
老
僧
を
選
び
、
後
住
を
相
続
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

二
〇

一



二
〇
二

こ
れ
は
、
進
誉
が
住
持
に
就
任
し
た
際
、
荒
れ
果
て
て
い
た
源
光
寺
を
、
進
誉

の
俗
縁
で
豊
後
佐
伯
に
住
し
て
い
た
成
松
治
兵
衛
が

復
興

に
援
助
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
進
誉
以
後

の
奥
書

の
署
名
は
、
そ
れ
ま
で
の

「
(大
念
仏
宗
)
浜
村
本
山
源
光
寺
」
か

　　
　

ら

「浄
土
大
念
仏
宗
本
山
源
光
寺
」
に
変
化
し
て
い
る
。

第

二
章

「融
通
念
仏
宗
」

の
成
立

一

大
念
仏
寺
住

持
と
六
別
時

佐
太
来
迎
寺
や
浜
村
源
光
寺
で
見
ら
れ
た
僧
侶

の
介
入
は
、
幕
府
の
宗
門
改
め
や
寺
請
制
度
の
実
施
に
と
も
な

い
、
僧
侶
の
必
要
性

が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
野
大
念
仏
寺
で
も
同
様
に
、
他
宗

の
僧
侶
と
関
係
も
持

っ
て
き
た
。
こ
れ
が

六
別

時
内
で
大
き
な
軋
轢
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

◇
平
野
大
念
仏
寺
と
大
原
南
之
坊

年
欠

で
あ
る
が
寛
文
年
間

(
一
六
六

一
～
七
二
)
制
作
と
見
ら
れ
る

「大
念
仏
寺
由
緒
覚
書
」
に
よ
る
と
、
三
十
五
代
目
の
上
人
良

故
法
善

の
死
後
、
下

.
八
尾
別
時
が
大
原
南
之
坊
と
結
託
し
て
、
鬮
に
よ
る
上
人
の
選
出
を
行
わ
ず
、
護
摩
の
奇
瑞

に
よ

っ
て
第
三
十

　ぬ
　

六
世
を
良
説
道
和
に
決
め
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
起
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
他
の
四
別
時
よ
り
大
き
な
反
発
が
あ
り
、

一
旦
は
前

の
通
り
に
鬮
で
選
び
出
す
こ
と
と
な
る
が
、
良
月
清
雲

(第
四

十

一
世
)

の
在
世
期
に
は
、

八
尾
別
時

.
石
川
別
時

・
高
安
別
時
衆
中
大
原
南
坊
与
同
心
い
た
し
、
当
寺
は
大
原
南
坊
ノ
末
寺
と
申
、
則
上
人
を
大
原
6
可
居

置
候
ト
申
、



と
見
え
る
よ
う
に
、
八
尾

・
石
川

・
高
安
別
時
が
平
野
大
念
仏
寺
を
大
原
南
之
坊
の
末
寺
と
称
し
て
、
上
人
の
大
原
よ
り
の
選
出
を
主

張
す

る
事
件

へ
と
発
展
す
る
。

本
争
論
は
幕
府
の
裁
許
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
り
、
第
四
十
三
世
良
恵
舜
空
上
人
代

の
寛
文
元
年

(
一
六
六

一
)、
寺
社
奉
行
は
、
大
原

　　
　

南
之
坊
と
平
野
大
念
仏
寺

へ
次
ぎ
の
よ
う
な
裁
定
を
下
し
た
。

一
融
通
念
仏
者
、
南
之
坊
開
山
良
忍
上
人
6
相
始
候
段
、
無
紛
候
、
雖
然
中
絶
之
処
、
法
明
上
人
再
興
、
住
大
念
仏
寺
、
至
今
相

続
之
上
者
、
六
別
時
弥
以
大
念
仏
寺
為
本
寺
、
万
事
可
相
守
先
規
事
、

一
大
念
仏
寺
宗
門
修
行
、
天
台
宗
と
為
格
別
之
条
、
不
可
為
末
寺
、
雖
然
良
忍
相
伝
之
流
候
之
間
、
大
念
仏
寺

住
持
替
候
節
者
、

南
之
坊
江
使
僧
を
遣
シ
、
其
上
南
之
坊
よ
り
も
使
僧
を
差
遣
し
、
互

二
可
相
通
事
、

第

一
条
目

に
は
、
融
通
念
仏
は
南
之
坊
を
開
山
し
た
良
忍
上
人
の
始
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
絶
し
た
、
そ
の
融

通
念
仏
を
再
興
し

た
の
が
法
明
上
人
で
あ
り
、
上
人
は
大
念
仏
寺
に
住
み
、
今
に
相
続
さ
れ
て
い
る
の
で
、
六
別
時
は
大
念
仏
寺
を
本

寺
と
す

べ
き
で
あ

る
、
第
二
条
目
に
は
、
大
念
仏
寺
の
宗
門
修
行
は
、
天
台
宗
と
は
異
な
る
の
で
末
寺
で
は
な
い
、
と
は
い
え
、
良
忍
相
伝
の
流
で
あ
る

た
め
、
「大
念
仏
寺
住
持
」
の
交
代
の
際
に
は
、
南
之
坊

へ
使
僧
を
遣
わ
し
、
そ
れ
に
答
え
て
南
之
坊
か
ら
も
使
僧

を
遣
わ
し
て
、
互

い
の
交
流
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
以
上
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

◇
六
別
時
と

「宗
門
規
録
」

南

之
坊
と
の
裁
許
後
、
浄
土
宗
の
僧
侶
が
大
念
仏
寺
の
仏
事
を
勤
修
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
に
は

『大
念

　　
　

仏
寺

四
十
五
代
記
録
井
末
寺
帳
』
が
制
作
さ
れ
、
同
七
年
に
は
六
別
時
に
お
い
て

「宗
門
規
録
」
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
過

を
た
ど

つ
て
、
こ
れ
ま
で
異
論
が
あ

っ
た
規
式
が
各
別
時
の
合
意

の
も
と
に
、
古
法
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

一
宗
の
規

式
と
し
て
整
備
さ

れ
た

の
で
あ
る
。

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

二
〇
三



二
〇
四

本
規

式
に
は
、
七
条
目
か
ら
な
る
法
式
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
第

一
条
、
「融
通
大
念
仏
宗
」
の
衣
体

に
つ
い
て
、
修
多
羅

(袈

裟
の
背
後
に
垂
ら
す
組
み
紐
)
を
付
け
る
こ
と
、
第
二
条
、
良
忍
と
法
明
の
忌
日
に
あ
た
る

一
日
と
十
三
日
の
六
時
勤
行
は
、
大
鉦
を

一
挺

、
小
鉦
を
人
数
分
用
い
て
勤

め
る
こ
と
、
第
四
条
、
葬
礼
時
は
鉦

・
鉞

・
磬
鉦
を
使

い
、
「大
念
仏
之
教
化
、
阿
弥
陀
経
并
教
化

之
讃

」
を
法
要
す
る
こ
と
、
第
七
条
、
四
季
念
仏

・
施
餓
鬼
の
際
、
「辻
本
之
住
持
」
は
相
違
な
く
参
会
し
、
法
要

を
懇
ろ
に
勤
め
る

こ
と
、
な
ど
を
条
規
し
て
い
る
。

◇
大
念
仏
寺
上
人
の
法
衣

規

式
制
定
後

に
も
、
別
時

の
間
に
問
題
が
起
き
た
。
浄
土
僧
介
入
の
影
響
か
、
「大
念
仏
寺
上
人
」
の
法
衣
を
、
覚
意
良
観

(第
四

十
五
世
上
人
)
は
天
台
衣
、
下
別
時
法
明
寺

・
錦
部
別
時
古
野
村
二
郎
兵
衛
は
廬
山
衣
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
。

こ

の
事
件
も
幕
府
寺
社
奉
行
の
裁
定
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
り
、
天
和
二
年

(
一
六
八
七
)
に
下
さ
れ
た
裁
許
状
の
第

一
条
に
よ
る
と
、

一
大
念
仏
寺
上
人
袈
裟
之
儀
、
或
天
台
衣
、
或
廬
山
衣
之
由
、
双
方
申
分
証
拠
不
慥
、
然
処
上
人
良
観
差
出
之
画
像
、
元
和
四
年

上
人
道
和
賛
語
有
之
而
為
天
台
衣
、
其
上
縁
起
二
所
載
之
画
像
、
是
又
天
台
衣
た
る
之
条
、
向
後
可
着
天
台

衣
、
但
宗
門
修
行

者
、
天
台
宗
と
格
別
之
旨
、
寛
文
元
年
先
奉
行
証
文
出
置
之
問
、
弥
可
為
其
通
事
、

と
見
え
、
寺
社
奉
行
は
、
良
観
上
人
の
提
示
し
た

「
上
人
道
和
賛
語
」
や

「縁
起

二所
載
之
画
像
」
が
天
台
衣
で
あ

る
と
し
、
廬
山
衣

　お
　

(浄
土
宗
)
を
否
定
、
上
人
の
袈
裟
は
天
台
衣
着
用
と
定
め
、
ま
た
、
改
め
て
天
台
宗
と
は
宗
門
修
行
が
異
な
る
こ
と
を
明
記
し
た
。

第
二
条
で
は
、
大
念
仏
寺
内
の
諸
事
法
式
に
関
し
て
、
六
別
時
は
そ
れ
を
妨
げ
ず
、
本
末

の
礼
儀
を
乱
さ
な

い
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
、

第
三
条
に
は
、

一
上
人
着
紫
衣
事
、
来
由
不
分
明
間
、
可
致
無
用
、
但
為

一
宗
之
本
寺
之
条
、
向
後
可
着
色
衣
事
、

と
の
規
定
が
あ
り
、
上
人
の
着
衣

に
つ
い
て
は
、
由
来
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
紫
衣
を
禁
止
し
、
色
衣

の
着
用
を
定
め
て
い
る
。



二

大
念
仏
宗
か
ら
融
通
念
仏
宗

へ

貞
享
三
年

(
一
六
八
六
)
に
平
野
大
念
仏
寺

の
第
四
十
五
世
上
人
で
あ

っ
た
良
観
が
死
去
し
、
住
持
選
出
が
必
要

と
な
る
中
、
八
尾

別
時
辻
本
良
明
寺
の
融
観
大
通
は
、
在
家
禅
門
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
住
持
選
出
の
改
変
を
企
て
た
。

◇
融
観
大
通
の
改
革

貞
享
四
年
、
奉
行
所

に
提
出
し
た

「願
状
」

に
は
、
第
二
条

に
て
、
天
和
二
年
に
禁
止
さ
れ
た
紫
衣

の
着
用
許
可

を
請
う
と
共
に
、

　お
　

第

一
条
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
摂
州
平
野
融
通
念
仏
宗
本
山
大
念
仏
寺
住
持
之
儀
、
往
古
者
弟
子
持
二
て
数
代
相
続
仕
候
処
、
中
古
6
在
家

禅
門
札
入
持

二罷

成
候
、
生
得
無
智
無
能

二
御
座
候
得
者
、

一
宗
之
法
式
不
存
候
故
、
宗
門
次
第

二衰
微
仕
候
に
付
、
檀
方
本
寺
を
見
限
り
、

端
々
改
宗
仕
ル
者
有
之
候
、
此
躰
二御
座
候
得
者
、
我
宗
断
滅
可
仕
様
二奉
存
候
、
諸
末
寺
并
諸
旦
那
共
愁
歎

仕
候
、
就
夫
、
今

度
八
尾
別
時
辻
本
良
明
寺
大
通
願
ひ
如
被
申
、
恐
多
儀

二
御
座
候
得
共
、
高
位
之
御
方
歟
、
又
者
智
道
兼
備

之
知
識
歟
、
何
れ

二
て
も
従
御
公
儀
様
本
寺
住
持
被
為
仰
付
被
下
候

ハ
・
難
有
奉
存
候
、

「
融
通
念
仏
宗
」
の
本
山
で
あ
る
大
念
仏
寺
住
持
に
つ
い
て
、
良
忍
以
降
、
第
六
世
護
阿
良
鎮
ま
で
の
知
識
よ
る
弟
子
相
承
か
ら
、

法
明
再
興
後

の
在
家
禅
門

の
鬮
に
よ
る
住
持
選
出

へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
式
を
知
ら
な
い
無
智
無
能
の

「在
家
禅
門
」
が

住
持

に
選
ば
れ
、
そ
の
こ
と
が
教
団
崩
壊
に
繋
が
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
、
幕
府
が
推
挙

し
た

「高
位
之
御

方
」

か

「智
道
兼
備
之
知
識
」
が
住
持

に
就
任
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

し

か
し
、
江
戸
寺
社
奉
行
は
、
貞
享
五
年

(
一
六
八
八
)
七
月
十
八
日
付

の

「融
通
派
六
別
時
江
申
渡
覚
之
写
」
第

一
条
に
よ
る
と
、

融
通
大
念
仏
寺
、
従
開
山
良
忍
、
五
六
代
迄
者
知
識
持
候
処
、
中
興
在
家
鬮
取
こ
て
住
持
相
立
儀
、
法
儀
不
宜

事
候
得
共
、
先
如

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

二
〇
五



二
〇
六

前
々
可
為
致
住
持
事
、

と
見
え
る
よ
う
に
、
融
通
大
念
仏
寺

の
住
持
は
、
開
山
良
忍
よ
り
五

・
六
代
ま
で

「知
識
持
」
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
、
中
興
よ
り
鬮
取
り

　あ
　

に
て
住
持
を
決
め
て
い
た
。
こ
れ
は
法
儀
と
し
て
宜
し
く
な
い
が
、
ま
ず
は
前
々
の
よ
う
に
鬮
で
住
持
を
決
め
る
こ
と
と
定
め
た
。

こ
の
第

一
条
を
受
け
て
、
第
二
条

で
は
六
別
時
講
中
が
私
な
く
相
談
し

「融
通
の

一
派
の
法
儀
」
を
立
て
る
よ
う

に
命
じ
、
第
三
条

に
お
い
て
、

一
派
中
之
内
、
従
若
年
為
致
剃
髪
、
学
問
執
行
為
仕
、
法
臈
次
第
致
六
別
時
本
寺
無
住
時
者
、
住
持
為
勤
可
然
事
、

と
述

べ
、
六
別
時
の
内

で
若
年
の
も
の
を
剃
髪
さ
せ
、
修
学
を
行

い
、
僧
侶
と
な

っ
た
後
は
、
修
業
年
数
に
よ
り

「
六
別
時
本
寺
」
が

無
住

の
と
き
住
持
と
す
る
こ
と
を
言
い
渡
し
て
い
る
。

◇
融

通

一
宗
の
法
式

　あ
　

貞
享
四
年
七
月
二
十
七
日
、
幕
府
寺
社
奉
行
よ
り

「融
通

一
宗
の
法
式
」
が
承
認
さ
れ
、
六
別
時
に
申
し
渡
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
第

一
条
目
に

「
当

一
代
は
、
禅
門
札
持
の
儀
」
、
第
二
条

に

「今
時
よ
り
、
若
年

の
者
、
学
問

い
た
さ
せ
、
二
代
目
よ
り
こ
の
も

の
住
持
と
い
た
し
、
知
識
に
て
相
続
の
儀
」
と
定
め
、
次
代
住
持
は
在
家
禅
門
か
ら
、
次
々
代
住
持
は
学
問
修
行
を
積
ん
だ
僧
侶
か
ら

選
出

す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

合

わ
せ
て
同
文
書

に
は
、
六
別
時
が
和
融

の
上
で
、
幕
府
に
願

い
出
た
書
付
も
添
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、

本
山
為
住
持
代
、
智
道
兼
備
之
知
識
ヲ請
待
仕
、
僧
房
之
致
棟
梁
、
則
従
六
別
時
若
年
之
者

一
人
宛
撰
出
し
、
是
以
於
如
来
前
御

鬮
を
取
り
、
則
揚
リ
候
者
壱
人
後
住
二定
、
随
分
励
学
問
、
若
不
器
量
に
て
破
戒
、
或
ハ
不
学
二候
者
即
時

二為
致

退
院
、
又
可
然
者

後
住
二相
窮
メ申
度
候
御
事
、

と
の
記
載
が
あ
り
、
他
宗
よ
り
智
道
兼
備

の
知
識
を
本
山
の
住
持
代
と
し
て
僧
房
の
棟
梁

に
招
聘
し
、
六
別
時
よ
り
若
年
の
者
を

一
名



ず

つ
選
出
し
、
こ
の
六
名
に
よ

っ
て
如
来
前

で
鬮
を
取
り
、

一
人
を
後
住
と
決
め
る
。
後
住
は
、
住
持
代

の
も
と
で
学
問
修
業
に
励
む

こ
と
、
も
し
そ
の
人
物
が
後
住

に
相
応
し
く
な

い
な
ら
ば
、
即
時

に
退
院
さ
せ
、
新
た
に
選
出
す
る
こ
と
が
、
六
別
時

の
間
で

一
致
し

た
。こ

の
他

に
も
、
「融
通

一
宗
之
学
問
、
末
寺
又
末
寺
迄
各
入
集
本
山
修
学
相
励
、

一
宗
之
知
識

と
成
リ
申
候
様
、
奉
願
申
候
御
事
」

と
あ

る
よ
う
に
、
末
寺
か
ら
本
山

へ
集
め
ら
れ
た
人
材

に
学
問
修
業
を
さ
せ
、
「
一
宗
之
知
識
」

つ
ま
り
宗
侶
と
し

て
育
成
す
る
こ
と

や
二
月

一
日
の
開
山
良
忍
上
人

・
六
月
十
三
日
の
中
興
法
明
上
人
の
御
忌
法
事
に
は
七
日
以
前
よ
り
、
諸
末
寺
は
本
寺
に
毎
年
出
仕
す

る
こ
と
、
「融
通
念
仏
六
字
詰
め

(南
無
阿
弥
陀
仏
)、
如
法
に
唱
え
修
業
す
る
こ
と
」、
『阿
弥
陀
経
』
・
『法
華
経
』
.
『梵
網
経
』
.
「六

時
礼
讃
」
を
読
誦
す
る
こ
と
が

「融
通

一
宗

の
法
式
」
と
し
て
取
り
決
め
ら
れ
、
何
れ
も
幕
府

に
認
め
ら
れ
た
。
但

し
、
二
臈

(説
法

勧
化
役
)
を
役
者
貞
松
院
に
定
め
る
こ
と
は
許
可
す
る
が
、
多
く

の
説
法
僧
を
抱
え
、
在
所

に
て
弘
通
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
寺
社

奉
行

よ
り

「可
致
無
用
事
」
と
い
う
付
紙
が
さ
れ
て
い
る
。

◇
紫

衣
勅
許
と
六
別
時

こ

の
後
、
大
通
は
幕
府
承
認
の
法
式

の
通
り
に
、
鬮
に
よ

っ
て
第
四
十
六
世
住
持
を
継
承
し
た
。
元
禄
七
年

(
一
六
九
四
)
紫
衣
が

勅
許
さ
れ
る
と
大
通
は
、
早
く
も
次
代
上
人
に
つ
い
て
、
六
別
時
に
相
談
し
て
い
て
、
同
年
に
は
丹
南

(十
ケ
郷
)
別
時
か
ら
以
下
の

よ
う
な
返
答
書
が
大
通
宛

に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

上
人
御
願
之
紫
衣
、
首
尾
能
勅
許
有
之
、
其
上
参
内
迄
相
済
候
事
、
宗
門
末
代
大
慶
不
過
之
候
、
然
ル
処
只
今
御
病
身
二
付
、
後

住
之
義
、
御
定
被
成
度
二
て
、
此
方
別
時
講
中

へ
も
御
相
談
被
遊
候
得
共
、
本
山
之
後
住
職
、
可
相
勤
望
之
者
壱
人
も
無
御
座
候
、

兎
角
宗
門
後
々
之
繁
昌
奉
願
間
、
如
何
様
共
上
人
之
御
存
念
二
任
セ
申
候
間
、
御
江
戸

へ
被
仰
上
、
可
然
後
住
御
定
可
被
下
候
、

後
々
二異
儀
申
上
間
敷
候
、
為
後
日
、
仍
而
一
札
如
件
、

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

二
〇
七



二
〇
八

丹
南
別
時
で
は
、
上
人
の
紫
衣
勅
許
を
祝
う
と
共
に
、
当
別
時
講
の
中

に
は
、
本
山
の
後
住
を
勤
め
る
器
量

の
も

の
が

い
な
い
と
し

て
、
宗
門
益
々
の
発
展
を
願
い
次
代
住
持
に
つ
い
て
は
大
通

に

一
任
し
、
異
議
を
申
し
立
て
な
い
旨
の

一
札
を
入
れ

て
い
る
。

同
内
容
の
文
書
が
、
八
尾

.
高
安

.
石
川

.
錦
部
別
時
よ
り
大
通

へ
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
下
別
時
だ
け
は
、
最
後

ま
で
在
家
禅
門
か

　あ
　

ら
の
住
持
選
出
を
主
張
し
た
。
大
通
が
北
花
田
村
次
郎
兵
衛
に
送
っ
た
書
状
に
よ
る
と
、
江
戸
寺
社
奉
行
ま
で
争
論
が
及
ん
だ
と
記
し

　　
　

て
い
る
。
し
か
し
、
元
禄
十
年

(
一
六
九
七
)
に
は
、
大
通

の
意
向

に
恭
順
す
る
書
状
を
提
出
し
た
こ
と
で
、
在
家
集
団
と
し
て
の

「
大
念
仏
宗
」
は
姿
を
消
す
こ
と
と
な

っ
た
。

◇

「融
通
念
仏
宗
」
教
団
の
整
備

大

通
は
、
紫
衣

の
着
用
許
可
を
得
る
た
め
元
禄
六
年

(
一
六
九
三
)
に

「奉
願

二
付
由
緒
書
之
覚
」
を
作
成
し
た
。
当
文
書
で
は
、

『融

通
念
仏
縁
起
』
の
良
忍
と
鳥
羽
上
皇

の
関
係
を
引
用
し
、
鳥
羽
院
よ
り
勅
免
さ
れ
た
紫
衣
は
、
「不
器
量
」
ゆ
え
に
着
用
が
禁
止

　お
　

さ
れ
る
覚
意
良
観

(天
和
二
年
)
ま
で
の
五
百
七
十
余
年

の
間
、
断
絶
な
く
着
用
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
由
緒
書

で
は
、
宗
名
を

「融
通
念
仏
宗
」
と
公
式
に
規
定
し
、
良
忍
を

「元
祖
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
大
原
で
の
融
通
念

仏
感
得
が
宗
門
開
発
の
濫
觴
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

大
通
は

『融
通
大
念
仏
亀
鐘
縁
起
』
に
も
手
を
加
え
た
。
元
禄
八
年

に
描
か
れ
た
平
野
大
念
仏
寺
所
蔵
の
縁
起

(『大
念
仏
寺
本
』
)

で
は
、
『西
光
寺
本
』
に
お
い
て

「在
家
入
道
」
と
表
現
し
て
い
た
法
明
を
、
「無
智
入
道
」
に
書
き
換
え
て
い
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
法
明
は
、
「在
家
入
道
」
と
い
う
特
殊
な
存
在
か
ら
僧
侶

へ
と
変
容
さ
せ
て
お
り
、
法
明
以
後

の
上
人
に
つ
い
て

も
、
「依
之
当
時
に
至
る
ま
て
、
代
々
参
内

に
不
及
、
無
智
の
在
家
入
道
を
大
念
仏
の
上
人
と
号
す
る
な
り
」
(傍
点
筆
者
)
の
部
分
を

ま
　

削
除

さ
し
て
、
亀
鉦
は
、
良
忍
か
ら
僧
侶
達
に
よ

っ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

こ

の
よ
う

に
、
宗
門
の
正
当
性
を
作
り
上
げ
、
自
身
も
紫
衣
を
賜
る
こ
と
に
よ

っ
て
僧
侶
と
し
て
認
め
ら
れ
た
大
通
は
、
「融
通
念



　れ
　

仏
宗
L
を
よ
り
強
固
な
も
の
へ
と
形
成
す
る
た
め
に
、
香
衣

の
永
宣
旨
を
願

い
出
る
。
元
禄
九
年
に
宗
侶
育
成
機
関

で
あ
る
檀
林

の
開

発
が
勅
許
さ
れ
る
と
、
大
通
は
、
融
通
念
仏
宗

の
宗
義

・
法
門
を
解
説
し
た

『融
通
円
門
章
』

一
巻
を
元
禄
十
六
年

(
一
七
〇
三
)
に

刊
行
し
、
『融
通
念
仏
信
解
章
』
二
巻
を
宝
永
二
年

(
一
七
〇
五
)
に
撰
述
、
以
後
、
他
宗
の
僧
侶
に
頼
ら
な
い
自

主
的
な
寺
院
組
織

を
構
築
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
二
章

に
わ
た

っ
て
、
戦
国
期
に
摂
津

・
河
内
地
方
に
存
在
し
た
大
念
宗

の
講
集
団
の
組

織
と
運
営
、
そ
の

後
の
展
開

に
つ
い
て
考
察
し
た
次
第

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第

一
章

の
上
人
と
挽
道
場
で
は
、
(
一
)
平
野
大
念
仏
寺
に
お
け
る
、
開
山
良
忍
上
人
と
中
興
法
明
上
人
の
相
承
、
大

念
仏
上
人
の
選
出
と
浄
土
宗
長
老

の
招
待
に
つ
い
て
。
ま
た
挽
道
場
と
六
別
時
辻
本
、
石
川
別
時

の
運
営
、
そ
れ
に

『融
通
大
念
仏
亀

鐘
縁
起
』

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

(二
)
佐
太
来
迎
寺

に
つ
い
て
は
、
石
清
水

八
幡
大
菩
薩

の
法
明

へ
の
夢
告
、
上

人
の
死
去
と
挽
道

場
、
来
迎
寺

の
住
持
選
出
法
、
住
持
請
待
と
法
式
の
改
革
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に

(三
)
浜
村
源
光
寺

で
は
、
中
嶋
大
念

仏
宗

と
源
光
寺
、
「大
念
仏
寺
」
上
人
と
寺
地
移
転
、
源
光
寺
の
住
持
相
承
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第

二
章

「融
通
念
仏
宗
」
の
成
立
で
は
、

(
一
)
平
野
大
念
仏
寺
住
持
選
出
と
六
別
時
、
ま
た
大
原
南
之
坊
と
の
関
係
、
六
別
時
と

「宗
門
規
録
」、
大
念
仏
寺
上
人
の
法
衣

の
争
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
さ
ら
に
八
二
)
「融
通
念
仏
宗
」
と
し
て
の
教
団
化
に
つ
い
て
、

融
観
大
通

の
改
革
を
と
お
し
て
融
通

一
宗
の
法
式
、
紫
衣
勅
許
と
六
別
時
の
動
向
、
「融
通
念
仏
宗
」
教
団

の
整
備

の
経
過
を
明
ら
か

に
し

た
。

註

年
復
刻
)、
『舜
旧
記
』
第
三

(『史
料
纂
集
』
、

一
九
七
六
年
)。

(1
)

『私
心
記
』
(『石
山
本
願
寺
日
記
』
下
、
清
文
堂
、

一
九
六
六

(2
)

本
稿
と
関
連
す
る
先
考
研
究
は
、
平
祐
史

・
西
本
幸
嗣
編

『摂

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

二
〇
九



二

一
〇

津
国
南
浜
村

源
光
寺
文
書
』
(佛
教
大
学
文
学
部
史
学
科
平
祐

史
研
究
室
、
二
〇
〇
二
年
)、
『新
修
大
阪
市
史
』
第
二
巻

(
一
九

八
八
年
)、
塩
野
芳
夫

『近
世
畿
内
の
社
会
と
仏
教
』
(和
泉
書
院
、

一
九
九
五
年
)
、
大
澤
研

一
「融
通
念
仏
宗
成
立
過
程
の
研
究
に

お
け
る

一
視
点
1

『融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
の
紹
介
を
通
し

て
I
」
(『大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
八
冊
、

一
九
九

六
年
)
、
行
昭

一
郎

「大
念
仏
宗
寺
院
の
近
世
的
変
容
-
河
内
本

山
来
迎
寺
の
場
合
l
」
(『奈
良
文
化
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
十

六
号
、

一
九
九
五
年
)
が
あ
る
。

(3
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
(融
通
念
佛
宗
教
学
研

究
所
編

『融
通
念
佛
宗
年
表
』
大
念
佛
寺
、

一
九
八
二
年
)。

(4
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
良
忍
上
人
の
項
。
良

忍
は
十
二
歳
の
時
、
比
叡
山
で
出
家
し
、
東
塔
常
行
堂
で
堂
僧
を

務
め
、
声
明
を
学
ぶ
。
二
十
三
歳
の
頃
、
大
原
に
隠
棲
し
、
阿
弥

陀
如
来
よ
り
融
通
念
仏
を
感
得
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

融
通
念
仏
と
は
、
「
一
人

一
切
人
、

一
切
人

一
人
、

一
行

一
切
行
、

一
切
行

一
行
、
是
名
他
力
往
生
、
十
界

一
念
、
融
通
念
仏
、
億
百

万
遍
、
功
徳
円
満
」
の
偈
に
基
づ
き
、
自
他
の
念
仏
が
、
互
い
に

融
通
し
あ
っ
て
、
功
徳
を
得
る
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
吉
井
良
顕

「融
通
念
仏
宗
の
教
義
」
(融
通
念
佛
宗
教
学
研
究
所
編

『良
忍

上
人
の
研
究
』
大
念
佛
寺
、

一
九
八
一
年
)。

(5
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
法
明
上
人
の
項
。

(6
)

詳
し
く
は
、
大
澤
研

一
氏
の

「融
通
念
佛
宗
の
六
別
時
に
つ
い

て
」
(『大
阪
市
立
博
物
館

研
究
紀
要
』
第
二
十
四
冊
、

一
九
九

二
年
)
参
照
。
ま
た
、
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
の
平
成
十

一

年
特
別
展
図
録

『融
通
念
仏
行
者

楽
山
上
人
と
幕
末
の
八
尾
』

に
お
い
て
、
各
別
時
の
末
寺
の
分
布
が
作
図
さ
れ
て
い
て
便
利
で

あ
る
。

(7
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
第

四
十
三
世
良
恵
舜

空
の
項
。

(8
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
第

四
十
五
世
覚
意
良

観
の
項
。

(9
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
第

三
十
六
世
良
説
道

和
の
項
。

(10
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
六
別
時
の
項
。
な
お
、

石
川
別
時
に
つ
い
て
は

「挽
道
場

二
而
者
無
之
、
但
大
ケ
塚
村

二

寺
地
相
定
候
」
と
記
す
。
ま
た
、
下
別
時
法
明
寺

・
高
安
別
時
高

安
寺
は
挽
道
場
で
あ
る
。

(11
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
十

ケ
郷
別
時
の
項
。

当
別
時
の

「檀
那
家
」
は
千
五
百
二
十
軒
、
「惣
人
数
」
は
八
千

二
百
七
十
人
で
あ
る
と
記
載
す
る
。

(12
)

『紫
雲
山
歴
代
録
』
(『法
衣

(御
回
在
)
の
調
査
研
究
報
告
書
』

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、

一
九
八
三
年
)
は
、
寛
政
五
年

(
一
七

九
三
年
)
に
大
念
寺
住
職
東
英
の
命
に
よ
り
、
益
田
喜
右
衛
門
が

当
寺
歴
代
の
旧
記
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

(13
)

『大
念
仏
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
』
「末
寺
帳
」
大
念
寺
の

項
。

(14
)

『融
通
大
念
仏
亀
鐘
縁
起
』
は
、
現
在
、
大
阪
府
柏
原
市
国
分

の
西
光
寺

(『西
光
寺
本
』)
・
大
阪
府
堺
市

の
沢
池
利
三
文
書

(『沢
池
本
』)
・
奈
良
市
の
徳
融
寺

(『徳
融
寺
本
』)
・
平
野
大
念

仏
寺

(『大
念
仏
寺
本
』)
・
浜
村
源
光
寺

(『源
光
寺
本
』)
・
奈
良

県
天
理
市
蔵
之
庄
町
蔵
福
寺

(『蔵
福
寺
本
』
)
に
伝
わ
る
。
法
明



の
伝
記
と
し
て
は
、
「法
明
記
」
(『堺
市
史
』
続
編
四
巻
、

一
九

七
三
年
)、
「河
内
国
丹
南
郡
来
迎
寺
御
本
仏
略
縁
起
」
(『摂
陽
奇

観
』
巻
之
三
十
九
、
浪
速
叢
書
刊
行
会
、

一
九
二
七
年
)、
「法
明

上
人
由
来
」
(融
通
念
佛
宗
教
学
研
究
所

『融
通
念
仏
信
仰
の
歴

史
と
美
術
-
資
料
編
1
』
大
念
佛
寺
、

一
九
九
九
年
)
が
あ
る
。

横
田
兼
章

・
戸
田
孝
重

「法
明
上
人
伝
の
研
究
」
(融
通
念
佛
宗

教
学
研
究
所
編

『法
明
上
人
六
百
五
十
回
忌
記
念
論
文
集
』
百
華

苑
、

一
九
九
八
年
)、
松
浦
清

「融
通
念
仏
の
三
縁
起
絵
巻
」

(『融
通
念
仏
信
仰
の
歴
史
と
美
術
-
論
考
編
1
』
東
京
美
術
、

二
〇
〇
〇
年
)
参
照
。

(15
)

西
迎
寺
本

(『法
会

(御
回
在
)
調
査
研
究
報
告
書
』
所
収
)

に
は
、
天
文
九
年

(
一
五
四
〇
)
に
施
主
で
あ
る
春
誉
な
る
尼
が
、

父
の
三
十
三
回
忌
追
善
の
た
め
に
、
縁
起
を
国
分
の
大
念
仏
道
場

へ
寄
進
し
た
旨
の
奥
書
が
あ
る
。

(16
)

『和
州
旧
跡
幽
考
』
巻
四
所
収

「大
念
仏
宗
大
和
国
之
本
寺
」

(『大
和
名
所
記

奈
良
県
史
料
第
1
巻
』
豊
住
書
店
、

一
九
七

七
年
)。

(17
)

「来
迎
寺
縁
起
」
(『守
口
市
史
』
史
料
編
、

一
九
六
二
年
)。

(18
)

「当
山
従
往
古
村
々
江
引
移
候
旨
」
(『守
口
市
史
』
史
料
編
、

一
九
六
二
年
)。
来
迎
寺
寺
史
は

『守
口
市
史
』
(本
文
編
第

一
巻
、

一
九
六
三
年
)
参
照
。

(19
)

「慈
光
寺
文
書
」
(『守
口
市
史
』
本
文
編
第

一
巻
)
。

(20
)

『和
漢
三
才
図
絵
』
巻
七
十
五

(東
洋
文
庫
本
)。

(21
)

『和
州
秋
篠
寺
出
入
覚
』
の
引
用
は
、
行
昭

一
郎
氏
の

「
『和
州

秋
篠
寺
出
入
覚
』
に
つ
い
て
～
貞
享
年
中
宗
旨
法
出
入
巓
末
～
」

(『奈
良
文
化
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
〇
号
、

一
九
八
九
年
)

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

に
よ
る
。

(22
)

「差
上
申

一
札
」
(『守
口
市
史
』
史
料
編
)
。
江
戸
寺
社
奉
行
の

裁
許
仰
ぐ
事
件
と
は
、
当
時
無
住
で
あ

っ
た
来
迎
寺
の
後
住
を
廻

っ
て
、
来
迎
寺
末
寺
檀
中

・
清
浄
華
院

・
平
野
大
念
仏
寺

・
持
明

院
の
間
で
起
き
た
争
論
の
こ
と
で
あ
る
。

(23
)

『摂
州
西
成
郡
南
中
嶋
融
通
念
仏
宗
由
緒
書
』
(『摂
津
国
南
浜

村

源
光
寺
文
書
』
所
収
)。
源
光
寺

の
沿

革
は
、
西
本
幸
嗣

「源
光
寺
の
概
要
-
源
光
寺
文
書
の
研
究
」
(月摂
津
国
南
浜
村

源
光
寺
文
書
』
所
収
)。

(24
)

吉
野
蔵
王
堂
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「大
念
仏
宗
大
和
国
之

本
寺
」
(『和
州
旧
跡
幽
考
』
巻
四
所
収
)
参
照
。

(25
)

奥
書
に

「看
坊

快
益
」
と
署
名
さ
れ
て
い
る
た
め
、
快
益
が

「慥
成
浄
土
宗
之
僧
侶
」
で
あ
る
。

(26
)

「摂
州
西
成
郡
浜
村
寺
社
吟
味
帳
」
(『摂
津
国
南
浜
村

源
光

寺
文
書
』
所
収
)。
本
文
書
に
は
、
教
真
上
人
よ
り
円
清
上
人
ま

で
の
大
念
仏
寺
に
住
し
た
上
人
が
、
源
光
寺
住
持
と
し
て
列
挙
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
住
持
と
し
て
、
実
道

・
洗
益

・
観
誉

・
證

誉

・
正
誉

・
天
誉

(元
禄
五
年
当
住
)
の
名
が
見
え
る
。
ち
な
み

に
、
円
清
上
人
以
降
の
住
持
に
は
、
「上
人
」
号
の
記
載
は
な
い
。

(27
)

「御
公
用
留
牒
」
(『摂
津
国
南
浜
村

源
光
寺
文
書
』
所
収
)。

(28
)

「摂
州
西
成
郡
南
浜
村
源
光
寺
規
約
」
(『摂
津
国
南
浜
村

源

光
寺
文
書
』
所
収
)
の
享
保
七
年

(
一
七
二
二
)
「寺
代
々
譲
証

文
之
事
」
参
照
。
本
証
文
は
、
享
保
十
二
年

(
一
七
二
七
)
に
進

誉
隠
居
に
よ
っ
て
住
持
を
相
続
す
る
巻
誉
を
は
じ
め
と
し
た
源
光

寺
代
々
の
住
持
に
向
け
て
記
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
奥
書
に
は
、

現
住
で
あ
る
進
誉
と
成
松
治
兵
衛
、
そ
れ
に
復
興
の
際
、
成
松
同

二
二



二

一
二

様
に
進
誉
に
援
助
を
行
っ
た
石
崎
清
左
衛
門
の
三
人
が
署
名
印
押

し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
の
が
前
述
し
た
天
明
二

年

「源
光
寺
代
々
住
持
規
約
」
で
あ
る
。
巻
誉
よ
り
四
代
後
の
住

持
戒
誉
が
記
し
た
も
の
で
あ
る

(同
上
書
所
収
)。

(29
)

「大
念
仏
寺
由
緒
覚
書
」
沢
池
利
三
文
書

(『堺
市
史
』
続
編
第

四
巻
、

一
九
七
三
年
)。

(30
)

大
澤
氏
前
掲
論
文

〈註

(2
)
〉
に
翻
刻
紹
介
の

『融
通
大
念

仏
寺
記
録
抜
書
』
所
収

「融
通
念
仏
宗
本
山
四
十
三
世
舜
空
上
人

代
御
裁
判
書
之
写
」
。
舜
空
期
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
氏

「近
世
融
通
念
佛
宗
に
お
け
る
舜
空
期
の
意
義
」
(融
通
念
佛
宗

教
学
研
究
所
編

『融
通
念
仏
信
仰
の
歴
史
と
美
術
-
論
考
編
ー
』

東
京
美
術
、
二
〇
〇
〇
年
)
が
あ
る
。

(31
)

「宗
門
規
録
」
(『松
原
市
史
』
第
五
巻
、

一
九
七
六
年
)
。

(32
)

「天
台
衣
廬
山
衣
着
用
訴
論
之
事
糺
明
之
上
申
渡
之
覚
」
(『融

通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
所
収
)。

(33
)

「乍
恐
願
状
」
(『融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
所
収
)。

(34
)

「融
通
派
六
別
時
江
申
渡
覚
之
写
」
(『融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜

書
』
所
収
)
。

(35
)

「今
度
被
為
仰
付
候
趣
」
(『融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
所

収
)。

(36
)

「奉
差
上

一
札
之
事
」
(『融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
所
収
)。

本
文
書
は
七
月
二
十

一
日
付
で
提
出
で
あ
る
。
同
日
に
は
、
八
尾

別
時
と
錦
部
別
時

(無
住
の
た
め
講
中

一
同
か
ら
)、
同
月
二
十

三
日
に
は
高
安

・
石
川
別
時
が
大
通
に
提
出
し
て
い
る
。
高
安

・

錦
部

・
八
尾
別
時
の
文
書
に
は
、
「上
人
宗
門
再
興
之
御
願
望
、

諸
事
首
尾
克
相
叶
、

一
派
之
僧
俗
大
慶
不
過
之
候
」
(八
尾
別
時

「
口
上
」
『融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
所
収
)
と
宗
門
再
興
を

喜
ぶ

一
文
も
見
ら
れ
る
。

(37
)

「大
通
書
状
」
沢
池
利
三
文
書

(『堺
市
史
』
続
編
第
四
巻
、

一

九
七
三
年
)
に
は
、

御
条
目
二
、
不
存

一
宗
之
法
式
ヲ
僧
侶
、
不
可
寺
院
住
持
事

と
御
座
候
、
法
明
寺
良
覚
等
が
ご
と
き
の
文
盲
愚
癡
に
て
、

札
入
之
住
持
望
候
義
、
先
ツ
御
条
目

二
違
背
仕
候
間
、
弥
々

古
法
之
知
識
持
せ
奉
冀
候
、

と
見
え
る
よ
う
に
、
下
別
時
辻
本
良
明
寺
の
良
覚
が
、
「札
入
之

住
持
」
を
望
ん
だ
の
に
対
し
て
、
大
通
は
、
良
覚
を

一
宗
の
法
式

を
知
ら
な
い
文
盲
愚
癡
の
僧
と
非
難
し
て
い
る
。
年
代
が
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
紫
衣
勅
許
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
元

禄
七
年
以
前
に
大
通
が
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(38
)

「奉
願

二
付
由
緒
書
之
覚
」
(『融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
所

収
)。

(39
)

『大
念
仏
寺
本
』
(『融
通
念
仏
信
仰
の
歴
史
と
美
術
-
資
料
編

i
』
所
収
)
に
は
、
詞
書
を
近
衛
稙
家

(永
禄
九
年
没
)
と
す
る

元
禄
八
年
の
近
衛
家
熈
の
奥
書
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
で
示
し

た
よ
う
に
、
内
容
よ
り
元
禄
年
間
に
描
か
れ
た
縁
起
で
あ
る
と
見

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

ま
た
、
元
禄
三
年

(
一
六
九
〇
)
に
描
か
れ
た

『源
光
寺
本
』

(『摂
津
国
南
浜
村

源
光
寺
文
書
』
所
収
)
で
は
、
当
寺
の
本

尊
で
あ
る

「天
筆
如
来
」
の
由
緒
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
語
ら
れ

て
い
る
が
、
「依
之
当
時
に
至
る
ま
て
、
代
々
参
内
に
不
及
、
無

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

智
の
在
家
入
道
を
大
念
仏
の
上
人
と
号
す
る
な
り
」
の
部
分
を

「依
之
当
時
に
至
る
ま
て
、
代
々
参
内
に
不
及
、
無
智
の
入
道
を



大
念
仏
の
上
人
と
号
す
る
な
り
L
(傍
点
筆
者
)
と
書
き
改
め
て

い
る
。
ま
た
、
『源
光
寺
本
』
に
は
、
「在
家
入
道
」
と
い
う
記
述

は
見
あ
た
ら
な
い
。

(40
)

「勅
許
檀
林
永
宣
旨
」
(『融
通
総
本
山
大
念
佛
寺
誌
』
大
念
佛

寺
、

一
九
〇
四
年
、

一
九
九
〇
年
復
刊
)。

摂
州
住
吉
郡
平
野
荘
大
念
佛
寺
者
、
融
通
念
佛
中
興
之
道
場

也
、
都
鄙
末
寺
之
僧
学
臘
成
満
之
輩
、
以
本
寺
之
選
、
可
令

申
香
衣
者
、
依
天
気
執
達
如
件
、

(
一
六
九
六
)

元
禄
九
年
九
月
十
六
日

右
中
弁
在
判

住
持
大
通
上
人
御
房

摂
津

・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場

二

=
二




